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平成 28年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル開催要項 

                            公益社団法人鹿児島県看護協会 

認定看護管理者教育運営委員会 

１．開催の主旨 

  日本看護協会は、認定看護管理者に必要な教育課程を、ファーストレベル、セカンドレベル及びサー

ドレベルの3課程と定めている。認定看護管理者ファーストレベル教育は、平成５年度に看護管理者

教育の基準を定め、日本看護協会と都道府県看護協会との連携のもとで実施されている。所定のカリ

キュラム修了者には、修了証を発行し、看護管理者としての資質を保証すると共に、社会的評価を高

める事を目指してきた。平成 25 年度より、認定看護管理者カリキュラム基準が改正され、新基準と

してスタートし、下記の目的をもって開催する。 

 

 

2．教育目的 

 

  1）看護専門職として必要な管理に関する基本的知識・技術・態度を習得する。 

  2）看護を提供するための組織化並びにその運営の責任の一端を担うために必要な知識・技術・態度

を習得する。 

  3）組織的看護サービス提供上の諸問題を客観的に分析する能力を高める。 

 

 

3．主  催  公益社団法人 鹿児島県看護協会 

 

4．会  場  鹿児島県看護研修会館  3Ｆ 大研修室 

 

5．開催期間  

前 期 平成28年 8月16日（火）～ 平成28年 9月 1日（木）  13日間 

  後 期 平成28年10月11日（火）～ 平成28年10月27日（木）  14日間 

※ 災害及び講師の都合等で、休講になった場合、日程調整を行います。 

 

 

6．受講要件 

1）日本国の看護師免許を有する者。  

   2）看護師免許を取得後、実務経験が通算５年以上ある者。 

   3）管理的業務に関心があり、管理的業務に従事することを期待されている者 

    

 

7．定 員  80名 （非会員も受講可。但し、定員を超える場合、会員優先） 

 

8．教育内容  

平成28年度鹿児島県看護協会認定看護管理者ファーストレベル教育カリキュラム日程（予定）に 

よる（別表）。 

 

【別紙 8】 

研修番号34 
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９．科目および時間数 

教 科 目 ね  ら  い   時間数 

看護管理概論 

1．看護管理に必要な知識体系を学び、看護管理への活用を

理解する。 

2．看護管理者の役割と活動を理解し、これからの看護管理

者のあり方を考察する。 

15 

看護専門職論 

1．拡大・変化する看護専門職の機能と活動範囲を予測し、

看護実践の改善に向け考察する。 

2．看護職の自律性と責務を理解する。 

3．看護に関連する法律や制度の変化を捉え、看護管理の視

点で変化の意義や適応を理解する。 

30 

ヘルスケアシステム論 

1．ヘルスケアシステムの構造と現状、保健医療福祉制度を

理解する。 

2．保健医療福祉制度の変化が看護管理に与える影響を理解

する。 

15 

看護サービス提供論 

1．看護サービスの基本的概念を理解する。 

2．看護サービスの対象となる人々の権利を尊重した、看護

サービスの提供過程を理解する。 

3．安全を保障しながらより質の高い看護サービスを提供す

る方法を理解する。 

4．看護サービス提供上の問題を論理的に解決する思考を学

ぶ。 

36 

グループマネジメント 

1．組織集団の基本概念、集団の力動的諸機能理解する。 

2．看護チームにおけるリーダーの役割、医療チームにおけ

る看護の役割を理解し、連携・協働のあり方を学ぶ。 

3．組織目的の達成に向けてメンバーが行動を取れるように

諸理論の活用を考察する。 

30 

人材育成論 

1．人材育成のための基本的な概念を理解する。 

2．現場（看護単位）における後輩育成や指導方法を理解す

る。 

15 

看護情報論 

1．情報の概念と特徴を理解し、倫理的な取り扱いを学ぶ。 

2．看護ケアに役立ち、看護の質改善に資する情報管理のあ

り方を学ぶ。 

15 

特別講義 1．レポートの書き方 3 

 合         計 159 

 

10．修了と審査 

  1）科目修了  各教科時間数の5分の4以上を受講し、課題レポートの審査（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 

4段階）でＣ以上を科目修了とする。 

  2）修了審査  鹿児島県看護協会認定看護管理者教育運営委員会が、講師から提出されるレポート 

          審査結果と履修カード等を基に審査し、会長が修了証を交付する。 

  3）各教科目の時間数が、規程時間に満たない場合は、その教科目の「単元の内容」を次年度に限り

履修し、修了審査を受けることができる。 
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11．教育に必要な経費 

   会 員   受講料 ： 100,000円（前納）、修了審査料 ： 10,000円（申請時） 

   非会員   受講料 ： 150,000円（前納）、修了審査料 ： 10,000円（申請時） 

 

12．受講申込 

   1）受講申込書 (申込様式９) 

     ①必要事項を記入し、期日までに送付してください。 

     ②施設長等の推薦は不要です。 

③施設長等に受講の了承を得ているかどうかはご記入ください。 

④施設側で要望等あれば、意見欄に記入してください。 

    

2）受講申込書はホームページからダウンロードしてください。 

 

3）受講申込期日 平成28年５月9日（月）～５月14日（土）《必着》 

    

4）申  込  先 

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番5号  公益社団法人鹿児島県看護協会 

      「ファーストレベル教育」担当者宛 ＊封筒表に「受講申込」と記載 

 

 

13．選考方法：認定看護管理者教育運営委員会で、受講申込書等の審査により選考する。 

 

14．受講決定通知  

受講決定者には、開講1か月前までに施設長・本人宛に通知する。 

    

15．受講料の納入方法 

   １）受講決定通知時に指定の金融機関に振り込む。 

   ２）受講料の返還は原則として認めない。 

 ※ 宿泊費、交通費、その他受講に必要な資料及び図書費、研修費等は受講者負担。 

    

≪問合せ先≫    鹿児島県看護協会   教育部  専任教員 

          電話 099-256-8081  FAX  099-256-8079 


